
 
 
 

 【メールマガジン～近畿運輸局公共交通だより】 

２０２０年１２月２２日配信（Ｎｏ．７４号） 

 

本メールは、公共交通政策全般について皆様に広く関心を持って頂くため、国土交通省総

合政策局交通政策課が作成した全国の情報に、近畿運輸局において主に近畿地方の情報を加

えて編集し、情報発信するものです。 

 

☆☆☆ご意見・情報がありましたら、以下までお寄せ下さい。☆☆☆ 

★★★ご意見や情報、メールアドレスの変更はこちらへ★★★ 

kkt-kinki-kikakuka@mlit.go.jp 

 

なお、本メールの配信停止を希望される方は、上記アドレスまで「配信停止」と記入のうえ

お知らせください。また、本メールは出典を明記のうえで、関係者の方々に回覧・転送して

いただいても結構です。 

 

※関係団体の皆様におかれましては、関係交通事業者あてに転送くださると幸いです。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

平素より、当メールマガジンをご愛読いただきありがとうございます。 

今回は以下のラインナップでお送りいたします。 

 

 

令和２年地域公共交通優良団体大臣表彰について 

（近畿管内では広陵町地域公共交通活性化協議会が受賞しました） 

（総合政策局 地域交通課） 

 

改正地域公共交通活性化再生法と独占禁止法特例法が11月27日に施行されました。 

（総合政策局 地域交通課） 

 

「    公共交通機関のコロナ感染防止対策セミナー」を開催 

～近畿運輸局初のYouTubeライブ同時配信～    （近畿運輸局交通政策部環境・物流課） 

             

「地域連携サポートプラン」大阪府富田林市・京都府舞鶴市に提案書を交付！ 

和歌山県新宮市と協定を締結！                 （近畿運輸局 交通政策部 交通企画課）  

 

Web 配信による地域公共交通活性化再生の法改正説明会を実施しました 

（九州運輸局 交通政策部 交通企画課） 

  

環境にやさしい交通を目指す取組みを表彰します！ 

第 12 回 EST 交通環境大賞の募集 

（公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 (エコモ財団)） 

 

 

 

＜掲示板＞ 

☆ 地域公共交通支援センターについて 

☆ 公共交通利用促進キャラクター「のりたろう」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

令和２年１１月２７日（金）に令和２年地域公共交通優良団体大臣表彰式が行われ、栗田国土交通事

務次官から各受賞団体に表彰状が授与されました。 

本表彰は、地域公共交通に関する取組みについて、他地域の模範となるような顕著な功績があった団

体を国土交通大臣が表彰するもので、平成 21年から毎年実施しております。 

今回の受賞団体は、地域の実情に応じた創意工夫による持続可能な公共交通体系の実現、地域に根ざ

した利用促進策の実施、多様な主体の協働による地域の移動手段の確保のための取組の実施など、地域

公共交通に関する意欲的な取組により、公共交通の利用の気運が醸成され、利用者数の増加につながっ

たことが高く評価されました。 

今回表彰の受賞団体及び功績概要は以下のとおりです。 

 

 

【受賞団体】 

○ 足利市地域公共交通会議（栃木県足利市） 

   

○ 小平市コミュニティタクシーを考える会、小平南東部地域コミュニティタクシーを考える会、   

小平南西部地域コミュニティタクシーを考える会（東京都小平市）  

 

令和２年地域公共交通優良団体大臣表彰について 
                         （総合政策局 地域交通課） 

 

公共交通によって「おでかけ」できる範囲を

拡大することを目指し、生活路線バス「あしバ

スアッシー」の路線網を大胆に見直し、市中心

部へのアクセスを強化することで、利用者を増

加させ毎月の利用状況を確認するなど、地域公

共交通の確保・維持に積極的に取り組んだ。 

住民主体で地域協働組織を設立して、コミュニティ

タクシー「ぶるべー号」を運行し、定量的な目標を

設定したうえでモニタリングを継続するとともに、

利用促進策を実施することで、収支改善や利用者増

加による地域経済の活性化につなげるなど、地域公

共交通の確保・維持に積極的に取り組んだ。 



 

 

 

○ 美濃加茂市地域公共交通活性化協議会（岐阜県美濃加茂市） 

 

 

 

○ 広陵町地域公共交通活性化協議会（奈良県広陵町） 

 

○ 広島市地域公共交通活性化協議会（広島県広島市） 

 

＜参考：表彰の選考基準＞ 

（１） 住民、ＮＰＯ、企業等の地域の多様な主体が、地域公共交通に関する取組みに参画していること。 

（２） 地域の実情に合った創意工夫が凝らされていること。 

（３） 事業の今後の自立性・継続性が見込まれていること。 

※ 各受賞者の取り組みの詳細は下記ＨＰにて紹介しております。 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000042.html 

 

市民の健康増進を目標に掲げ、医療費削減など、

中長期的なクロスセクター効果に着目し、住民等の

アイデアを取り入れつつ、公共交通で移動できる環

境づくりを推進し、利用者を増加させるなど、地域

公共交通の確保・維持に積極的に取り組んだ。 

無償・デマンド方式で運行していたコミュニティバス

を有償・定時定路線へ見直すとともに、住民ワーク

ショップによる効果検証を踏まえ、パターンダイヤ

導入等利便性を向上させることで、利用者を増加さ

せるなど、地域公共交通の確保・維持に積極的に取

り組んだ。 

多数の事業者と行政が連携して、都心部の過密

解消と郊外部のサービスレベルの維持・向上に一

体的に対応する路線再編を進めるとともに、共通

定期券の導入等事業者連携による利用者目線の施

策を徹底し、利便性を向上させるなど、地域公共

交通の確保・維持に積極的に取り組んだ。 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000042.html


 

 

 

  

  現在、多くの地域で人口減少の本格化に伴い、バスをはじめとする公共交通サービスの需要の縮小

や経営の悪化、運転者不足の深刻化などにより地域の公共交通の維持・確保が厳しくなっています。他

方、高齢者の運転免許の返納が年々増加している等、受け皿としての移動手段を確保することがますま

す重要な課題になっています。 

  このような状況を踏まえ、原則として全ての地方公共団体において、地域公共交通のマスタープラ

ン（地域公共交通計画）を策定した上で、公共交通サービスの改善を図るとともに、過疎地などにおい

ては、自家用有償旅客運送、スクールバスや福祉車両等の地域のあらゆる輸送資源を活用する取組を促

進するため、11月 27日に改正地域公共交通活性化再生法が施行されました。 

  また、これまでダイヤ・運賃等について複数事業者間で調整を行うことは、独占禁止法のカルテル規

制に抵触するおそれがありましたが、交通事業者同士の連携の取組を円滑に進めるため、国土交通大臣

の認可を受けることにより、乗合バス事業者が他の乗合バス事業者又は公共交通事業者との間で行う

共同経営等について、独占禁止法の適用を除外する特例を設けた独占禁止法特例法が 11 月 27 日に施

行されました。 

  それぞれの法律に基づく計画の作成に当たり、計画の作成手順、考え方を示した手引きを作成しま

したので、是非ともご覧ください。 

    

詳しくは、国土交通省 HPをご確認ください。 

【地域交通活性化再生法について】 

URL:https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000055.html  

【地域公共交通計画等の作成と運用の手引きについて】 

URL: https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000058.html   

【独占禁止法特例法の共同経営計画等の作成の手引きについて】 

  URL：https://www.mlit.go.jp/common/001374687.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正地域公共交通活性化再生法と独占禁止法特例法が 11月 27日に施行されました。 
                               （総合政策局 地域交通課） 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000055.html
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000058.html
https://www.mlit.go.jp/common/001374687.pdf


 

 

 

近畿運輸局は、令和２年１０月３０日（金）に、ドーンセンター（大阪市）において、「公共交通機

関のコロナ感染防止対策セミナー」を開催しました。本セミナーは、公共交通の利用者が減少する中、

我々に利用促進策として何か出来ることがないかというところから、コロナウイルス感染への不安を払

拭し、公共交通機関は安心して利用出来るということを周知することを目的に、共催団体の協力の下、

実施しました。 

本セミナーの開催が原因でクラスターが発生することが無いよう、開催方法については細心の注意を

払い、運輸局としては初となる「YouTubeライブ配信」も同時に行うこととしました。会場においても

「密」を避けるためエレベーターに乗れる人数の制限、「大阪コロナ追跡システム」への登録のお願い

や検温等、可能な限りの対策を取りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セミナーは大きく二部構成で、第一部は「京都大学ウイルス・再生医科学研究所」の宮沢孝幸准教授

を講師にお迎えし、科学的見地からコロナ感染防止対策についてご講演頂きました。 

宮沢准教授はメディアに何度も出演され、コロナウイルス

についてのご見解を示されていますが、今回のセミナーでお

話しいただいた要旨としては、 

①コロナウイルスに感染するには一定数以上のウイルス量

が必要（＝微量ではほぼ感染しない）。コロナウイルスの感

染門戸となる目・鼻・口に付着するウイルス量を、感染者か

ら出るウイルスピーク量の１／１００にすれば感染を防ぐこ

とができる。ウイルスをゼロにすることではなく、ウイルス

量を感染成立以下にすることを目指せばよく、そのためには、 

手を１５秒流水で洗う（手がかさかさになるまで石けんで洗わなくとも構いません）、マスクをする

といった、実行が容易な「１／１００作戦」で感染予防は十分である。 

②自分が移らないことより他人に移さないという意識を持って、マスクをすることが重要（非発症者

のマスクの重要性）。マスクは、微少な飛沫を通したとしても、咳や唾などに含まれるウイルス量を感

染成立以下にする効果を有する。 

 

「公共交通機関のコロナ感染防止対策セミナー」を開催 

～近畿運輸局初の YouTube ライブ同時配信～ 

（近畿運輸局 交通政策部 環境・物流課） 

京都大学 宮沢准教授 

 

（間隔を１席ずつ確保し、使用不可の席にはのりたろうからの「お願い」を貼付けました。） 



 

 

 

③感染経路は、空気感染、飛沫感染、接触感染の３つである。公共交通においては、しっかりと換気

がなされ（空気感染対策）、利用者がマスクをして（飛沫感染対策）、目・鼻・口にさわらなければ（接

触感染対策）、感染リスクはほとんどなく、その利用を控える必要はない。公共交通機関の現行の感染

対策は十分である。 

ということでした。 

 

次いでの第二部では、公共交通事業者（バス・タクシー・鉄道・旅客船）から、感染防止のための取

り組みを紹介しました。各社それぞれのガイドラインに則っ

た対策をされており、試行錯誤されているのがよくわかりま

した。 

また、業界団体から事前にいただいていた宮沢先生への質

問や、会場からも質問を受け、予定していた時間を少しオー

バーして終了しました。 

 

 

 

これ以外にも、講師の宮沢准教授の講演要旨（マスク着用や目・鼻・口に触らないなど）や事業者の

取り組みを分かりやすく示したポスター 約 1,500枚、リーフレ

ット約 15,000枚を交通事業者において掲示・配布をお願いし、

広く周知を図っているところです。 

 なお、今回のセミナーの会場参加数は１６９人で、会場の収容

人数の５０％としてはほぼ満席で、YouTubeでの同時ライブ配信

による Web参加者は２５０人でした。 

 

（近畿運輸局：セミナー特設ページ） 

https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/00001_01431.html 

※動画はセミナー特設ページのリンク先からご覧になれます。 

 

  

https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/00001_01431.html


 
 
 

 

 

 

近畿運輸局では、平成 28年度より、自治体の公共交通に関する課題について、現地に赴き、意見交換

等を通じて自治体とともに解決策を考え、提案書を交付し、課題解決に向けて自治体をサポートする「地

域連携サポートプラン」の取組を実施しています。 

このたび、大阪府富田林市、京都府舞鶴市に対し提案書を交付し、新たに和歌山県新宮市と協定を締結

しましたのでお知らせいたします。 

地域連携サポートプランの概要・提案書は、以下のホームページに掲載しております。 

https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/kansai/program/supportplan.html 

 

●大阪府富田林市（令和２年 10 月 26 日に提案書を交付） 

・路線バス、レインボーバス、病院無料送迎バスの競合・重複の解消 

・交通不便地域における移動手段の確保 

・市民の公共交通維持・活性化に関わる意識の醸成 ほか 

 

●京都府舞鶴市（令和２年 11月 18 日に提案書を交付） 

 ・データに基づく、福祉・通学・観光等横断的に連携した持続可能な交通体系の構築 

 ・高校生の路線バス利用促進、通学利便性向上による保護者の負担軽減 

・バス・タクシー等市内公共交通の乗務員不足対策 ほか 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、11 月 26 日(木)に和歌山県新宮市と地域連携サポートプランの協定を締結しました。「クルマに

依存せざるを得ない交通不便地域における移動手段の確保」、「路線バス、行政バスの利用低迷、維持・確

保」等、新宮市で想定される公共交通の課題の解決につながる提案を行うため、関係者間で協議しなが

ら、地域課題の解決に向けて近畿運輸局がサポートさせていただきます。 

 

 

「地域連携サポートプラン」大阪府富田林市・京都府舞鶴市に提案書を交付！ 

和歌山県新宮市と協定を締結！（近畿運輸局 交通政策部 交通企画課） 

和歌山県新宮市 協定締結式 

大阪府富田林市 提案書交付式 京都府舞鶴市 提案書交付式 



 

 

 

本年 11 月 27 日に施行された地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部改正に関する説明会

を、11月 12日に Web配信により行いました。説明会は、 

１．改正法に関する概要説明 

２．九州における対応の必要性 

３．計画策定・見直しに必要な視点の解説・提案 

４．質疑応答 

という４部構成となっています。 

 

１．「改正法に関する概要説明」では、国土交通省総合政策局地域交通課の杉田課長補佐より、①地域公

共交通を取り巻く現状・背景について、②これまでの地域交通政策について、③改正地域公共交通活性

化再生法・独禁法特例法について、の３点について説明しています。 

特に③における、「地域公共交通網形成計画」から「地域公共交通計画」への変更、地域内フィーダ

ー補助に関する地域公共交通計画との連動、「輸送資源の総動員」と銘打った移動手段の確保に関する

考え方についての説明は、今後、交通政策を検討していく上で重要な内容となっています。 

 

２．「九州における対応の必要性」では、九州運輸局交通政策部の田邉交通企画課長より、活性化再生法

の改正に関する補足事項と、九州における現行計画の策定状況について説明しています。 

 

３．「計画策定・見直しに必要な視点の解説・提案」では、名古屋大学大学院環境学研究科の加藤教授に、

地域公共交通の厳しい現状に関する事例を紹介していただいた上で、その改善に向けて地域が如何に

取り組んでいくべきかについて、地域公共交通計画の策定のための鉄則、計画の標準構成等にも触れつ

つ、解説していただいています。加藤教授のご指摘は、我々運輸局も含めた関係者にとって耳の痛い内

容でもありましたが、計画の策定に当たって「本来的に考えるべきこと」について、示唆に富んだ内容

となっています（配信中、全く交通政策に縁の無い作業スタッフが、思わず頷きながら真剣に聞き入っ

てしまうという一幕も見られました。）。 

 

４．「質疑応答」では、九州運輸局の田邉課長と加藤教授が、事前

に募集した質問に対して回答しています。質問には、地域公共交

通計画の策定・更新に関して相談の多い事案も含まれています。

また、新たに創設された「地域旅客運送サービス継続事業」や地

域公共交通計画への記載事項とされた「定量的な目標」に関する

考え方についての加藤教授の回答は、非常に重要な内容となって

います。 

 

以上のとおり、充実した内容となった今回の説明会については、

九州運輸局ホームページの以下の URL から視聴いただくことが可

能ですので、今後の業務の参考にしていただけますと幸いです。 

https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/kikaku/file26-

3_00007.html 

 

 

Web 配信による地域公共交通活性化再生法の法改正説明会を実施しました 
（九州運輸局交通政策部交通企画課） 

https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/kikaku/file26-3_00007.html
https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/gyoumu/kikaku/file26-3_00007.html


 

 

 

標記大賞について、2021年 1月 8日(金)まで応募を受付中です。 

 第 12回 EST交通環境大賞： http://www.estfukyu.jp/kotsukankyotaisho2020.html  

EST交通環境大賞は、地域の交通環境対策に関する取組み事例を発掘し、優れた取組みの功績や努力を

表彰するとともに、その取組みを広く紹介し、普及を図ることを目的として、EST 普及推進委員会によっ

て 2009年度に創設された表彰制度で、今回で 12回目となります。 

2015年のパリ協定や、わが国での 2050年カーボンニュートラル表明などを受け、環境対策の推進が求

められています。環境にやさしい交通を目指す取組みをされている団体等のご応募をお待ち致します。 

 

【主  催】 EST普及推進委員会、公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団 

【募集内容】 地域の優れた交通環境対策の取組み 

【応募期間】 2020年 9月 24日(木)～2021年 1月 8日(金) 

【応募資格】 

（自薦）自治体、企業、大学、または NPO等※の団体であること 

※自治会等の任意団体も応募可能 

（他薦）地域の交通環境対策に関する有識者 

【応募方法】 

EST ポータルサイトから応募申請書と応募様式をダウンロードし、

必要事項を記入して EST普及推進委員会事務局に提出。 

【賞の種類】 

［大 賞］ 最も優れている地域の交通環境対策の取組みを表彰（国土交通大臣賞、環境大臣賞） 

［優秀賞］ 大賞に準じて優れていると評価される取組みを表彰 

［奨励賞］ 地域に根ざし日々努力を重ねている団体の功績に対する表彰 

個別取組みで顕著な成果を上げているものを表彰 

【審  査】 

EST普及推進委員会にて実施。主な審査基準は下記 4点。 

○基礎的な事項（実績、新規性・独創性、適時性・話題性、普及可能性、経済性） 

○環境改善効果（対策の将来性、環境改善量、実施期間） 

○地域の持続可能性（環境面の評価、経済面の評価、社会面の評価） 

○各主体との適切な連携（自治体、交通事業者、地域住民、その他関連する団体等） 

【問い合わせ先】 

環境的に持続可能な交通（EST）普及推進委員会 事務局 

 公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団（担当：中道） 

 TEL：03-3221-7636 FAX：03-3221-6674 E-mail： EST@ecomo.or.jp 

 

★先日オンラインにて開催した「第 11回 EST交通環境大賞の表彰式・記念講演」での今回の応募説明、

そもそも「環境的に持続可能な交通（EST）とは」についての講演の様子は、以下で公開しています。 

http://www.estfukyu.jp/forum13.html 

前回大賞（国土交通大臣賞） 

株式会社伊予鉄グループ 

 

環境にやさしい交通を目指す取組みを表彰します！ 
第 12 回 EST 交通環境大賞の募集 

（公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団(エコモ財団)） 

本表彰制度では、複数の団体による応募
や協議会での応募を奨励しています！ 

http://www.estfukyu.jp/kotsukankyotaisho2020.html
mailto:EST@ecomo.or.jp
http://www.estfukyu.jp/forum13.html


 
 
 

 

☆ 地域公共交通支援センター 
交通政策課では、市町村をはじめとする各地域の関係者が、地域公共交通の確保・維持に取り組む

際に有効に活用いただくため、全国各地における様々な先進事例（約３００事例）を蓄積している

「地域公共交通支援センター」を運用しております。 

「地域公共交通支援センター」は、地域、人口、交通モード等により、先進事例を検索することも

可能となっております。是非ご活用下さい。 

＜地域公共交通支援センター＞ http://koutsu-shien-center.jp/index.html 

 

☆ 公共交通利用促進キャラクター「のりたろう」 
公共交通利用促進キャラクター「のりたろう」（以下「キャラクター」という。）は、公共交通の利

用促進について、より効果的な広報・啓発を行うことを目的としております。 

キャラクターの使用を希望される場合、近畿運輸局交通政策部交通企画課までお問い合わせ下さ

い。申請手続きについてご案内致します。 

なお、「地域公共交通支援センター」においても、キャラクターの申請手続き、使用方法、ＦＡＱ

をご案内しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読者の皆様からのご要望や全国に共有したい情報等がございましたら、以下の【お問い合わせ先】まで

ご連絡下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 
国土交通省総合政策局交通政策課 梅澤・河田 
〒100-8918  

東京都千代田区霞が関２－１－３（中央合同庁舎３号館３階） 
TEL：03-5253-8９８６（直通）  
FAＸ : 03-5253-1513 
E-mail: hqt-koutsuseisaku_joho@gxb.mlit.go.jp 
 
★国土交通省ＨＰ（情報発信のページ）  

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000039.html 

 

公共交通利用促進キャラクター のりたろう 

大好きな公共交通機関で働くことを夢見ていたが、ネコでは単独で乗り降りができ

ないことから一念発起。自らが新たなハイブリッド公共交通機関に進化することで

夢を実現し、現在は利用促進ＰＲの先頭に立って活動している。 

駅長を務めるなど活躍中の仲間達を同じネコとして尊敬しており、いつか会って公

共交通について熱く語り合いたいと思っている。 

 

・移動手段は「ネコ足歩行」 

・自由に移動できるが、疲れてしまうので 100 歩ごとに休憩が必要 

・乗車可能人数は運転士（のりたろう本人）を含めて 1 名のみ！ 

＜ 掲 示 板 ＞ 



 
 
 

 

 

本メールは、様々な情報等を展開することにより、国土交通省総合政策局の公共交通施策全般につい

て、皆様に感心を持って頂くことを目的とするものですが、これに加えて地方運輸局独自の情報発信も

積極的に行って参りたいと考えております。 

つきましては、皆様におかれまして、関係者皆様（配信先は以下のとおり。）へお伝えしたい情報等が

ありましたら、本メールを通じてお届けしたいと考えておりますので、下記メールアドレスまでご連絡

くださるようお願いいたします。 

kkt-kinki-kikakuka@mlit.go.jp 

 

（配信先） 

① 有識者 ② 近畿内府県庁 ③ 近畿内全市町村  

④ 近畿内バス関係団体・タクシー関係団体 ⑤ 船舶関係団体 ⑥ 鉄道関係団体  

⑦ ④～⑥の団体に所属していない交通事業者等 

 

□近畿運輸局のホームページ（プレスリリース・最新情報） 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/ 
 

□近畿運輸局ホームページ「地域公共交通の確保・維持・改善」 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/kansai/program/index.htm 
 

□近畿運輸局ホームページ「地域連携サポートプラン」 

 http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/kansai/program/supportplan.html 
 

■国土交通白書 

http://www.mlit.go.jp/statistics/file000004.html 
 

■交通政策白書 

（令和２年版はこちら） 

 https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo22_hh_000019.html  

（過去の白書はこちら） 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport_policy/sosei_transport_policy_fr1_000009.html 
 

■観光白書 

http://www.mlit.go.jp/statistics/file000008.html 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

国土交通省近畿運輸局交通政策部交通企画課 

〒540-8558 大阪府大阪市中央区大手前 4-1-76 

大阪合同庁舎第 4 号館 12F 

電 話: 06-6949-6409 Fax: 06-6409-6169 

Email:kkt-kinki-kikakuka@mlit.go.jp 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

お願い（近畿運輸局） 


